
※河内長野市以外に市町村民税を納めている方は、この見本と異なっています。
（１）給与所得者（サラリーマンの方）

（２）個人事業所得者（給与所得者以外の方）

あくまで目安となります。

市町村民税の所得割課税額の確認方法について

※（１）（２）ともに、実際の算定は、

　本来の市民税の計算で行いますので、

　端数処理により異なる場合があります。

税額控除前所得割 調整控除 

－ ＝ 

＋ ＋ ＝ 

住宅借入金等特別税額控除額 市民税○○円～ 

市民税 

所得割額 

寄附金税額控除額及び、申告特例控除額 市民税○○円～ 

外国税額控除額、 
配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除額 
及び配当控除額 
（※この通知上は記載されていません。） 
（※詳細については税務課へお問合せください。） 

住宅借入金等特別税額控除額 

寄附金税額控除額 

及び、申告特例控除額 

各種控除の 
適用がある方のみ  

記載されています。  


